
平成27年度　第1回地域福祉専門分科会における質問事項

○「自助」「互助」「共助」「公助」について、市川市地域福祉計画及び市川社協わかちあいプラン
における区分を整理。　厚生労働省が示す地域包括ケアシステムの構築における「自助」「互助」
「共助」「公助」の位置づけの確認。

「自助」「互助」「共助」「公助」の区分について

自助

一人ひとりが取り
組む

公助

行政の責任と
して推進する

共助

地域住民が
力を合わせて
実現する • 公的福祉

サービス

•社会保障制度

•ボランティア等

• 隣近所で
助け合い

• 家族・個
人の力

自助 互助

公助共助

自助 互助

公助共助

■自分のことを自分でする

■自らの健康管理（セルフケア）

■市場サービスの購入

■当事者団体による取り組み

■高齢者によるボランティア・生

きがい就労

■ボランティア・住民組織の活動へ

の公的支援

■ボランティア活動

■住民組織の活動

【費用負担】

制度的に裏付けられていない

自発的なもの

■介護保険に代表される社会保険制度及びサービス

【費用負担】

リスクを共有する仲間（被保険者）の負担

■一般財源による高齢者福祉事業等

■生活保護

■人権擁護・虐待対策

【費用負担】 税による公の負担

市川市地域福祉計画 わかちあいプラン

「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステム

資料４


